
欠陥住宅被害全国連絡協議会（欠陥住宅全国ネット）
２００４年１０月３０日号
代表幹事 上野　勝代
幹 事 長 吉岡　和弘
事務局長 岩城　　穣（あべの総合法律事務所）

〒５４５−００５１大阪市阿倍野区旭町１−２−７
あべのメディックス202

TEL ０６−６６３６−９３６１ FAX ０６−６６３６−９３６４
E-mail  kekkan@abenolaw.jp

http ://homepage2.nifty.com/kekkanzenkokunet/

今 号 の 目 次
【第１７回高知大会特集】 ページ

◎高知大会の報告と総括 島田晴江（高知・建築士） ２〜４

◎パネルディスカッション「問題鑑定にどう打ち勝つか！〜具体的事例をもとに〜」」
［１］パネルディスカッションの概要 吉岡和弘（仙台・弁護士） ５〜６

［２］パネリストの報告　
「たれ流し基礎」の欠陥性を否定した鑑定を覆す 河合敏男（東京・弁護士） ７〜８

施主側申請の鑑定が業者側申請の鑑定を斥ける 柘植直也（愛知・弁護士） ８〜９

２審で私的鑑定書提出、現地検証・完全勝利和解 風呂橋誠（広島・弁護士） ９〜10

問題鑑定２度目の報告 山上知裕（北九州・弁護士） 10〜12

［３］事例報告
居住利益を大幅に控除 木内哲郎（京都・弁護士） 13〜15

問題裁判官が訴訟指揮した事例２件 神崎　哲（京都・弁護士） 15〜18

◎モンセーヌ南茨木Ｂ棟　ＰＣアンボンド工法未施工事件 木津田秀雄（兵庫・建築士） 19〜22

◎欠陥住宅訴訟における専門家の適正な関与を求めるアピール 20〜21

◎Ｋさんの事案の報告 谷脇和仁（高知・弁護士） 22〜23

◎アメリカにおける建築被害予防の手法 亀井トム敏彦（元カリフォルニア州構造エンジニア協会副会長） 23〜25

◎シックハウス問題部会からの報告 中島宏治（大阪・弁護士） 25〜27

◎鑑定書づくりに役立つ建築士のための法律基礎知識 千葉晃平（仙台・弁護士） 28

◎勝訴判決・和解の報告
［１］擁壁の瑕疵を理由とする契約解除を求め、請求金額全額を認容した事例 津久井進（兵庫・弁護士） 29〜30

［２］証人尋問や鑑定をせずに判決に至った事例 吉岡和弘（仙台・弁護士） 31〜32

◆次回開催地からの決意表明 川上賢正（福井・弁護士） ４

◆事務局からのお知らせ 岩城　穣（大阪・弁護士） 12

（1）

ねぎはら　ゆうの（５さい）

ふぉあ・すまいる　No.12

台風２３号などによる被害に遭われた地域の方々、そして新潟中越地震に見舞われた方々、心からお見舞い
申し上げます。当会といたしましても、日々の救済活動に加えて、それらの方々の被害救済のために、さら
に今後も努力をしていく所存です。

さて、次回１８回金沢大会（11/27〜11/28）は、阪神淡路大震災が来年の２００５年で１０年を迎えようとする中
で、「震災１０年目の検証」と題し、立法・行政・司法の面からこの１０年間でどのようにして被害の予防と救
済が行われてきたか、またはこれからどう行うのかについて各界から、ご報告をいただき、また大会参加者
と一体となって検証していきたいと考えています。

皆さま奮ってご参加いただき、共に学び合いましょう。皆さまのご参加よろしくお願いいたします。



５月に遠地ながら、盛大に高知大会が

開催できましたことと、協力頂いた皆様

にまずお礼を申しあげます。沢山の参加

を頂き深く感謝申し上げます。大会総括

と銘打っておりますが、高知は対応の裏

方に廻る人が手薄で、実は大会の中身は

1/3も聞いていないのが実情です。大会

内容の詳細は書けませんので、高知（田

舎）の現実と今後について書かせて頂き

ます。

ある日突然、１本の電話で高知大会は

始まりました。高知の事例で協力してく

ださっている弁護士の先生は数名おいでになりま

すが、組織としての体をなしてなく、私一人が

細々とボランティアの雰囲気強く、被害に遭われ

た人の相談にのり問題解決に努力しておりまし

た。勿論一人の力の無さも感じながらの活動でし

た。高知大会を勧められたその時は情けないこと

に即答できませんでした。大会開催を決意した大

きな理由の1つはガス抜きでした。それは現在進

行形での裁判の原告のガスです。裁判が始まって

以来３年、一向に前向いて進まない裁判に被害者

はいらついておりました。高知大会という公の場

で自分達の置かれている現状、公庫や性能保証が

消費者にいかに向いてないかを語る事で少しはガ

スが抜けるいい機会だと考えました。もう１つの

理由はこれを機会に組織の体も少しはできるので

はないだろうかと考えました。

大会準備を始めながら、各方面への訪問の開始

や、電話での参加の呼び掛けと、仕事は横へおい

ての準備になりました。〈ガス抜き〉は被害者が

まず原稿をかけるように大筋を練ってもらいそれ

を検討後、肉をつけていくという手順としました。

最終原稿は弁護士が目を通し、裁判に影響しない

かどうかを検討してもらいました。適切な言い回

しになるようになど何度も協議を重ねて、発表数

分前まで、原稿へ手を入れるという念の入れよう

でした。発表は被害者がしましたが、上がること

もなくスムーズに出来ました。私が準備した図面

や写真を皆様に映像で見ていただく予定が、パソ

コンとプロジェクターの相性が悪く会場で見ても

らうことが出来なかったことは大変残念でした。

関係各方面へ大会参加のリーフレットを配布し

ました。私が配ったのを縦のラインとすると、そ

こから横のラインが勝手に伸びて、知らない所か

らの参加希望を得ることができました。弁護士の

場合は現在その関係の訴訟や相談を担当している

人の参加を得ました。建築士の場合は色々で、関

心がある人、それが仕事に通じている人、自分が

訴えられない為の勉強の人等、今回のテーマはそ

ういう意味では建築士には深いテーマになったよ

うに思えました。現在裁判所で鑑定の業務に当っ

ている複数の方の参加を得たことも意義深く感じ

ました。当日の参加と協賛を得るため、建築団体

の会合へも出させて頂き、協力をお願いして回り

ました。なにか組織の体ができそうな、そんな予

感がしました。

大会が終り、後始末が一段落しましたら、一気

（2）

高知大会の報告と総括

建築士 島　田　晴　江（高知）



に現実に戻りました。ガス抜きで一時は裁判への

不平や不満は収まりましたが、本来の裁判が変わ

った訳ではないので、時間と共に前以上の不平や

不満が充満してきました。裁判は相手あってやっ

ているので、こちらの思惑のようには進まないの

はよく理解できます。しかし、アメリカで敏腕弁

護士を雇うと殺人犯が無実になるという

報道がありますが、まさにそれと同じで、

欠陥住宅を建設した会社が雇った敏腕弁

護士の前で、暗い現実となっています。

組織の体にしようと、大会へ参加頂い

た方々へお手紙を書いては、投函できず

にそのままです。その裁判の影を引きず

っている事もあり、私が弁護士でないの

で、組織になるのは、難しいのではと考

えたりと躊躇しています。それでは私が

弁護士になろう……と現実味のない事す

ら考え、大学の通信教育のパンフレット

も取り寄せたりと、前に進めずクルクル廻ってい

る私でした。

そんな中、中国四国ネット、広島の風呂橋弁護

士から複数が担当し、地域協力をしようという提

案を受けました。暗闇の中での一筋の光にも似て

とても有難かったです。弁護士の数が少ない地域

で欠陥住宅という特殊な裁判では、有効に働くの

ではないかと考えます。高知大会当日午後に実施

した相談会に来られた被害者は最初のこのシステ

ムでの事例になりそうです。

組織の問題はそのままですが、一人悩む中で、

相談だけは何故か電話がよく掛ってきます。東奔

西走とはこういう事で、東は室戸西は宿毛市まで、

走り廻っています。そうしているうちに、会の姿

もこのままでも、いいのではと開き直ってきまし

た。大会に参加頂いた建築士で調査など協力して

くれる人も増えてきましたし、組織の体が必要か

どうかと考えますと、普段に勉強会として集まる

よりは、問題（被害者）がある時に、私と誰かと

いう形で問題解決に当りながら、少し時間を掛け

ながら、１つ１つ積み上げ、その後中心になって

くれる弁護士に出会えたら、その時、その人を中

心に組織にしようと開き直りました。つまり大会

開催当初の私の単純な思惑は、２つとも、思惑と

は違う形になってしまいました。人間の浅はかな

考えはこんなものかもしれません。しかし、相談

事が増えている現実をみると、天の理としては、

高知開催は大成功だったと思います。これも皆様

のお陰です。感謝申し上げます。

相談を受けながら、いつも言われることがあり

ます。それは業者の評価に関する情報が全くない

ことです。業者のことを調べるところがないと…

…本来家を建てるということは人生の一大イベン

トで、多くの場合は住宅ローンの設定をしていま

す。住み易い暮し易いのは勿論のこと、家になに

かあっても、すぐに出向いてくれ、ある一定時間

が経過すると、それなりの維持管理を建てた人が

しにきてくれる。そんな家とともに長く付き合う

相手が建設業者なのです。さて、その長く付き合

う業者の事をどこでどのような方法で調べる事が

できるのでしょうか？　公共工事の評価は存在す

るのでしょうが、一般の民間それも、住宅レベル
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の評価を考えますと、既存の建設団体が消費者の

ほうに目を向けてくれれば、ある意味簡単なので

すが、被害に遭われた方々の苦情では、団体は組

織として守りの姿勢の発言ばかりだったと聞かさ

れます。では建築士の団体ではどうでしょうか？

建築士の設計した家を業者が建設する、あるいは、

建設業者が建築士に設計を依頼するなど、その係

わり合いから建築士の団体が業者を評価するのは

難しいようです。建設業者登録の申請あるいは継

続の際に必要事項として評価があればとも考えま

すが、今度は消費者をどう評価するかという問題

になります。建設業者、建築士事務所、建築士の

３者で共同でこの評価の必要性について検討して

いただき、最終的にはその情報を公に公開して行

く方向が欲しいものです。今後の団体の進化に期

待します。

総括というよりなんだか高知の愚痴のようにな

りました。これからも皆様のお力を借りて問題解

決に励みたいと思います。今後ともよろしくお願

いします。
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次回開催地からの決意表明
弁護士　川　上　賢　正（福井）

福井の弁護士の川上賢正（ケンセイ）と申します。同期の岩城弁護士から頼まれ、なんとか

金沢大会を成功させようと北陸三会の弁護士・建築士らとの共同で準備しています（現実には、

準備らしきものがまだできておらず、かなり焦っています）。

この話は、今年の５月でした。「欠陥住宅全国ネットがあるが、北陸だけが空白ということで、

北陸ネットを立ち上げてほしい」というものでした。

高地大会で、みなさんの熱いおもいに触れて、私も欠陥住宅裁判で勝てる弁護士になりたい

と強く思うようになりました。

いま私は、建築瑕疵事件を２件担当しております。たまたま消費者側にたっているものです

が、代理人等が代わったこともあって、５年以上経過している長期未済事件で、ひとりでは対

応しえないこともあって、期日を迎えるたびに、不安で、頭を抱えています。 消費者側に立つ

場合、専門家の協力がなかなかえられず、苦労していました。ことに建物の構造上の瑕疵にわ

たる主張、立証になるとは、専門家の協力は必須ですが、実際に戦力になる協力者を得ること

はなかなか困難であります。

こういったこともあって、岩城弁護士の話に一も二もなく同意したわけであります。いま若

干後悔もしておりますが、しかしなんとか北陸ネットを立ち上げたいと思っています。それで

唯一の空白地帯をなくしたいという全国ネットの希望（事務局長の野望？）をかなえ、私も実

際に闘える実力を身に付けたいとおもっております。

よろしくお願いいたします。



１　問題の所在

欠陥住宅訴訟には二つの山がある。一つは欠陥

の存在を認めさせる、もう一つは認定された欠陥

をどう補修させるかであるとし、前者の認定はそ

こそこになされるようになったが、後者の補修方

法については未だに業者側に有利な（被害者側に

は満足できない）膏薬ばり的補修方法しか認めな

い現実がある。その原因として、「裁判上の鑑定」

の中に余りにも出来の悪い「問題鑑定」が多すぎ

ることが挙げられる。これをどのように克服した

らいいのか、会員の悩みは深く、全国大会で裁判

上の鑑定の問題点と今後の対策を議論しようでは

ないかということになった。

２　討論

まず、各パネラーから、各人が取り扱った問題

鑑定についての報告がなされた。これについては

各パネリストの報告を参照されたい。

各報告の後、これらの問題鑑定をどのように克

服すべきか議論がなされた。

① 鑑定人に面談して鑑定内容のおかしさ認めさ

せた上で陳述書をとり、これを裁判所に提出し

て鑑定結果を翻させた。

② いいかげんな鑑定書を書いた鑑定人の尋問を

要求したところ、裁判所は鑑定人に書面で質問

し、これに対する反論書を当方が提出し、更に

これを鑑定人に送付し反論させるなどした結

果、最終的には鑑定人からは「誤りの指摘は正

しく反対する理由はありません。私自身も個々

の欠陥が良いか悪いかと尋ねられれば、悪い・

直すべきと答えます。」などと鑑定結果を訂正

する書面を書かせた。

③ 被害者から「私の家を鑑定した人は大手ゼネ

コン出身の人でした。この方は他の裁判所にも

鑑定人として顔を出し、同じく主観的判断をし

て被害者側弁護士からの反対尋問でコテンコテ

ンにされている人だ。どうして同じ人が、しか

も、こんな程度の悪い人がいろんな裁判に再三

登場するのか、事件あさりをしている人ではな

いか。最高裁と建築学会はもっとましな人を鑑

定人に選任してほしい」との憤った発言もあった。

④ また、アメリカからご出席されていた元カリ

フォルニア州構造エンジニア協会副会長のトム

亀井氏は「耳を疑いながら皆さんの話を聞いて

いた。コンクリートの強度が不足している話が

たくさんでてきたが、コア抜きや、強度検査は

行われていないか。アメリカでは雨ののちに直

ぐ作業するのは禁止されている。建築士の倫理

が十分ではないのではないか。日本からアメリ

カのインスペクター制度を勉強していかれた

が、「この程度はやむを得ない」というあいま

いなやり方では、インスペクター制度も広がら

ない。」などとの発言を頂いた。

⑤ 本来、両当事者が私的鑑定を提出しているの

だから、裁判所は、この双方の意見書で判断を

なすべきであり、裁判上の鑑定は、どうしても両

当事者の意見書だけでは決着がつかない専門的

知見についてのみ鑑定をさせるべきだ。裁判官

は鑑定人に判断を丸投げしているのではないか。

⑥ しかし、現実問題として、裁判官は、裁判上

の鑑定に頼ろうとし、裁判上の鑑定は避けられ
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問題鑑定にどう打ち勝つか！
〜具体的事例をもとに〜

［１］パネルディスカッションの概要

弁護士　吉　岡　和　弘（仙台）

パネルディスカッション



ない以上、いい鑑定人を選任する仕組を真剣に

模索すべきだ。当ネットに参加している建築士

からも、積極的に裁判上の鑑定に関与していく

必要があるのではないか。

⑦ 大きな問題は、裁判所が瑕疵補修についての

判断基準を確定していないからではないのか。

当全国ネットから瑕疵補修についての判断基準

を提示する必要があるのではないか。

⑧ 私も基準の不明確化を感じる。鑑定人によっ

て違うのであろうが、建築士として「建替えせ

よ」という意見を出すことに躊躇を感じている

人もいるのではないか。人選の過程も分からな

い。鑑定人の過去の経歴は明らかにすべきだ。

⑨ 現場で大工任せにして調査をしないようない

い加減な者は論外として、真面目な人でもおか

しい鑑定をだす。心情面から考えると、建築士

の良心・職業病からか、「取壊すよりどうにか

建物を生かしたい」などという考えだ。被害者

は苦しみ、契約どおりの補修を求めている。

⑩ 鑑定人は背後にいろいろな事情を背負ってい

る。大学教授にしても教え子が大手ゼネコンに

入っている。批判できるはずがない。同業者の

かばい合いだ。

⑪ 当ネットに所属する鑑定人と原告代理人との

関係をあげつらって「不公正」などと指摘する

業者もいる。しかし、当事者との関係なら別だ

が、専門家同士の問題を取り上げるのはおかし

いだろう。裁判所も裁判上の建築士として登場

するとその建築士の意見を丸呑みするが、同じ

建築士が私的鑑定人として登場すると聞く耳を

持たないという笑い話のような現実がある。

⑫ いい鑑定人を育てる必要がある。私のところ

では品確法の勉強をしている。この場でこちら

の考えを示すと一定の理解を得る場になるので

はないかと思う。基準が明確でないという話だ

が、基準法違反は違反だとして、かぶり厚がど

れくらい足りないのか。補修方法の判断基準ま

で示していかないと解決にならないのではない

か。私的鑑定書についても十分でないこともあ

ろう。私的鑑定書の充実も必要なのではないか。

⑬ 裁判の鑑定は怖い。私的鑑定で不十分なら棄

却してくれといってきた。しかし、裁判官は業

者側に申請をさせる。尋問に入る前にガイダン

ス尋問を行っている（２時間位原被告のフリー

ディスカッションをする）。鑑定尋問は必ずや

る。鑑定の手続き・手順をはっきりさせる。悪

い鑑定人を見つけることができる。

３　まとめ

以上、悪い鑑定結果が出されると、これを覆す

ために多大な時間と労力を投入しなければななら

ない実態が披露された。補修方法の判断基準の明

確化、鑑定人の資質、費用の基準の明確化など客

観的根拠がない現状を変えていく必要がある。そ

のために、建築士団体が建築士の資質を向上させ

る必要がある。また、日本建築学会司法支援会議

は鑑定人教育、鑑定人リスト・費用の明確化など、

透明な選定手続の中で良質な学者や建築士を鑑定

人に送り出すよう配慮すべきである。そして、裁

判官は鑑定人への判断の丸投げをせず、自分の頭

で被害者救済の視点に立った欠陥補修策を構築す

べきである。そのためには私達も被害者側の私的

鑑定書で裁判官を十分に説得し切れていないので

はないか反省する必要もある。私的鑑定書をさら

に一層充実させて裁判上の鑑定を行う必要がない

状況を作り出す必要がある。

（6）

メーリングリストへの参加を！
全国ネットの会員の弁護士・建築士によるメーリングリストが運営されています。

積極的なご参加をお願いします。
参加ご希望の方は、事務局長のメールアドレス（kekkan@abenolaw.jp）宛にお申し込み

ください。
参加資格は原則として会員の弁護士・建築士ですが、それ以外の会員も所属地域ネ

ット又は全国ネットの事務局長が承認すれば参加できます。
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１　東京高裁平成１２年３月１５日判決の事案は次の

ようなものです。

１審（浦和地裁川越支部）において，裁判所選

任の鑑定人による鑑定が行われ、鑑定書は本件

建物の「たれ流し基礎」について欠陥性を否定

し、１審判決もこれをそのまま採用した判決を

下しました。欠陥でないとした理由は、①基礎

は、沈下や亀裂等の不具合現象が出ておらず、

現状で安定していると考えられるから瑕疵でな

い、②施行令の鉄筋コンクリート造の規定は、

木造住宅の鉄筋コンクリート基礎には適用な

い、というものです。私は、１審判決後に鑑定

人に面会を求め、欠陥判断の基準や本件建物の

基礎が法令上欠陥と考えざるを得ないことを説

明し、説得しました。その結果、鑑定人は全部

ではありませんが、ある程度鑑定意見を訂正す

べきことを約束してくれました。そこで、直ち

に鑑定人の陳述書を作成して署名捺印をもら

い、これを東京高裁に提出し、あわせて鑑定人

尋問を申請しました。鑑定人尋問は採用され、

鑑定人は１審における自分の鑑定書の一部につ

いて、訂正する旨証言してくれました。その後、

裁判所の勧告で和解が続けられましたが成立せ

ず判決言い渡しとなり、１審判決を覆して、基

礎の欠陥を認定し、その補修費用として１０２０万

円を認めました。問題鑑定について裁判外で鑑

定人と議論するということも一つの参考となる

と考えて、ご紹介した次第です。

２　司法支援建築会議から推薦された鑑定人の鑑

定について、東京高裁で反対尋問をした経験が

あります。同鑑定書の内容は、瑕疵はいずれも

軽微なもので数十万円で補修可能というもので

す。鑑定人の現地見分（予備調査）の際に、鑑定

人が補助者として使っていた地元の大工に対し

て、「こんなものは、３０万円で直る」などと口

走っていたことが後で判明し、公正さを疑って

いたのですが、案の定、ひどい鑑定内容でした。

反対尋問では、判断基準が恣意的であること、

明らかに間違ったデータを記載していること

（床傾きが１０００分の11なのに、１０００分の１．１と主

張していること）、鑑定書そのものの信用性が

疑われること（補助者を使って鑑定したとの記

載があり、現に沢山の補助者を使っているが、

その補助者の名前を明かそうとしないこと）な

どを追求しました。裁判所は、同鑑定書を採用

せずに、取壊建替費用相当の損害金を認容しま

した。

３　何故、おかしな鑑定が出てくるかについて、

上記のような最初から公平性を欠く鑑定人の場

合は論外として、中立的に真面目にやろうとし

ている建築士であってもおかしな内容の鑑定書

が出てくるのが現状です。これは、根本的には

欠陥判断の基準を知らないということになりま

すが、心情的な部分も大きいと考えます。即ち、

建築士という職業の人は、建物を何とか直そう、

救済しようという性癖（職業病）があります。そ

れは、日常の設計・監理の仕事の中で常に直面

している事柄であり、それを何とかうまくまと

めるのが建築士の力量という意識があるからで

す。「こんな建物は取り壊して建て替えよ。」と

言ってしまっては、建築士としての能力を疑わ

れると考えているのではないでしょうか。おそ

らく、鑑定人は、その建物が「住居」であるこ

と、そこに人が居住し苦しんでいることを忘れ、

その建物を一つの「物」としてしか考えず、継

ぎ接ぎだらけであってもその「物」を救うこと

ばかりに目がいってしまうのだと思います。被

害者が求めているのは、ただ直ればよい、継ぎ

接ぎだらけでも構造安全性が回復されればよ

い、とは考えていません。新築建物としての機

［２］パネリストの報告
「たれ流し基礎」の欠陥性を否定した鑑定を覆す

弁護士　河　合　敏　男（東京）



能性、構造安全性、意匠性の全てが回復される

ことを要求しているのです。耐震改修を求めて

いるのではなく、新築性回復を要求しているの

です。このように、建築士（鑑定人）の基本的な

思想面から根本的に再認識してもらう活動が必

要なのではないかと考えます。

（8）

私のご紹介する事件は、愛知ネットの会員が担

当している事件ですが、私が担当している事件で

はありませんので、十分な報告はできないかもし

れませんので、その点をご了承願います。

この事件は、鉄骨３階建ての注文住宅で、鉄骨

の溶接とコンクリートの強度が主要な争点となっ

ているケースです。提訴から一審の判決まで７年

が掛かっています。一審段階で２度にわたって裁

判所の鑑定がなされました。一度目が施主の側の

申請による鑑定（以下「第一鑑定」と言います。）

で、二度目が建設業者側の申請による鑑定（以下

「第二鑑定」と言います。）です。第一鑑定では、

当方が鑑定人候補者を指定し、被告が反対しなか

ったため、そのまま裁判所に採用されています。

鑑定内容は、具体的な技術基準、法令の基準を明

示して、これらに合致するかを的確に判定するも

ので優れた内容でした。ところが第二鑑定では、

「少し問題があると思われます。」「特に大きな問

題はないと思われます。」と感覚的とも言えるよ

うな記載がされ、しかも、補修可能との結論にな

っており、その結論や修補方法についても科学的

根拠が示されていないものでした。そこで、施主

側の代理人は、鑑定人に対する書面による徹底し

た質問をすることにより、鑑定内容が根拠を欠く

ものであることを浮き彫りにし、また、第一鑑定

が法令や技術に準拠した説得力のあるものである

ことを、両者の鑑定を対比しながら説明し、裁判

所に印象づけました。さらに、鉄骨の溶接の瑕疵

に関する文献や、判例集に掲載されている鉄骨造

りの溶接不備による建て替えを認容した裁判例を

全部提出し、これをもとに「修補不能」との主張

を組み立てました。このことにより、裁判官の態

度も一変し、建て替え費用の賠償を認容する判決

が出されました。そしてその理由中でも、法令の

基準、具体的な技術基準、公庫基準に合致するか

どうかを基準に瑕疵を明確に認定しており、科学

的根拠に基づかない第二鑑定の修補可能との鑑定

意見を明確に排斥しており、大いに評価すべき判

断がなされています。

この事件では、第一鑑定の内容が優れていたこ

とや、施主側代理人の地道な努力により、第二鑑

定に打ち勝つことができました。しかし、仮に、

第一鑑定がなかったとしたらどうであったかとい

うと、このような判決が得られなかった可能性も

あります。そうすると、やはり、不当な鑑定を行

う鑑定人をいかに排除するシステムを作るかとい

うことが重要だと思います。そのためには、少な

くとも、鑑定人を決定する前段階において、鑑定

人候補者の経歴、どんな立場でどんな仕事をやっ

てきたかに関する情報を当事者に開示する必要が

あります。現在そういうシステムがまったくない

のは問題だと思います。

また、鑑定人が、正しい鑑定をするためには、

裁判官が瑕疵に対する認識を正しく持って頂く必

要があります。現在でも、「建築基準法等の法令

に違反しているか。」ということの他に「補修を

要するか。」というような鑑定事項を定める場合

があります。「補修方法及び金額」というのであ

れば正しいのですが、建築基準法違反でありなが

ら、補修を要しないという道を残すような鑑定事

項の定め方は相当でないと思います。

加えて、鑑定人は、どちらかというと、建物を

造る立場にあることから、「修補不能」「建て替え

を要する」というような鑑定意見を出すことに躊

施主側申請の鑑定が業者側申請の鑑定を斥ける

弁護士　柘　植　直　也（愛知）



躇がある人が少なくないように思います。裁判所

が、予め、鑑定人候補者と十分協議し、そのよう

な配慮をする必要がないことを、十分に鑑定人候

補者に説明し、認識して頂くことも重要ではない

かと思います。

（9）

１、本件は昭和６３年に広島地裁に提訴され、平成11

年２月２４日の１審判決を経て、広島高裁におい

て平成１５年３月２７日に和解が成立した事案であ

り、提訴から最終解決までに約１５年もかかった。

２、事案の概要は、まず建設業者が施主に対して

約３８００万円の請負残代金請求訴訟を提起し（第

１事件）、次に、施主と契約していた設計監理

建築士が２９０万円の報酬残金請求訴訟を提起し

た（第２事件）。これに対し、施主は建物の構

造・意匠・設備に関する１２６項目の瑕疵を主張

して、相殺の抗弁や建築士に対する損害賠償請

求反訴を提起したものである。１審判決は、総

額約５２８万円の瑕疵修補相当額を第１事件の未

払残額３０３４万円から控除した約２５００万円と第２

事件の２９０万円全額の支払を施主に命じた。し

かも第１事件では請負残代金に「１日につき

1000分の１」の約定違約金が、昭和６３年１２月20

日（施主側が相殺主張した日の翌日）から付され

たのである。

３、本件では、瑕疵の有無とその補修費用をめぐ

って、１審で２度の裁判鑑定が実施された。い

ずれも瑕疵を主張した施主側が申し立て、費用

も施主負担であった。

１度目の鑑定は、裁判所の職員である建築士

が鑑定人として選任されたが、意匠面中心の鑑

定のとどまり、構造面はほとんど触れられてい

なかった。このため、施主側が構造面の専門家

としてＡ大学の教授を指名して２度目の鑑定申

請をしたが、それには建設業者側が反対したた

め、裁判所は別の鑑定人を探すことにした。そ

して、建設業者側の同意が得られたＢ大学の名

誉教授が裁判所から鑑定人として選任された。

しかし、その鑑定人は、いわゆる「もつ」「も

たない」の観点から、本件建物の構造安全性に

ついて「概ね問題ない」という判断を下した。

例えば、設計図書では直径１０ミリのＪＩＳ規格

鉄筋が使用されるべきところに鉄筋８ミリの再

生鉄筋が使われていても、鉄筋の引っ張り試験

の結果のみをもって、「両者の強度は大差ない

から、再生Ｄ８鉄筋が混入していても構造的に

は問題ないと思われる」などという鑑定手法で

あった。

４、１審判決は、Ｂ大学の教授の鑑定をほぼ採用

し、控訴審でも、裁判官は施主側に対して「主

張整理と立証がこれ以上できないのであれば結

審します」と冷たい対応であった。この段階で、

施主側から相談を受けた広島欠陥住宅研究会が

弁護士・建築士でチームを作り、構造面を中心

とした主張・立証を行うことになった。特に、

前述の使用鉄筋の違いに着目し、Ｄ１０鉄筋を前

提としたピッチのままＤ８鉄筋が使用されてい

れば構造計算上「ＯＵＴ」になる旨の私的鑑定

書を提出した。

これに対し、施工業者は、「再生８ミリ鉄筋

が一部混入しただけ」と言い、高裁裁判官も、

裁判鑑定に影響され、「８㎜の鉄筋でも強度的

にさほど変わらず、一部で構造計算上アウトに

なっても建物全体としては安全性に問題はない

のでは？」と発言する始末であった。

そのような裁判官に対し、粘り強く建築基準

法の歴史的意義（「最低限の基準」であること）

や欠陥の判断基準（「もつ」「もたない」ではな

く、客観的でなければならないこと）について

繰り返し説明したところ、本件建物に使用され

２審で私的鑑定書提出、現地検証・完全勝利和解

弁護士　風呂橋　　誠（広島）



ている鉄筋の直径が１０㎜か８㎜か、そのピッチ

はどうなっているのか、について裁判所が現地

で検証することになった。さらに、検証当日、

建物の１部屋分の天井コンクリートをはつり取

り、縦横の鉄筋をむき出しにした上で、その直

径を施主側と施工業者側の技術者が交互に測定

したが、その測定数値がかなり違ったため、突

然、裁判官が自ら脚立にのぼって鉄筋の直径を

実測し始め、「すべて８㎜鉄筋である」と確認

する、と一幕もあった。

５、本件では、施主側の主張・立証の結果、裁判

所から「良くここまで立証されました。裁判所

としては心証をとれましたので和解を勧めま

す」という言葉を頂いた。

本件では、反訴の当事者適格に問題があり、

施主側の反訴請求認容は困難という事情があっ

たため、裁判所の勧めで、両事件とも「ゼロ和

解」という和解が成立したが、これは実質的に

は、施主側の主張が認められた完全勝利和解と

いえるものであった。

６、本件では、①１度目の鑑定で構造の専門でな

い鑑定人が選定された点、②裁判鑑定と言いな

がら、その瑕疵判断の基準が鑑定人の「もつ」

「もたない」という主観的・恣意的判断に陥っ

た点、③相手方の同意が得られなければ鑑定人

が決められなかった点、④鑑定のための調査事

項が削減されても鑑定費用は当初見積のままで

あった点など、様々な問題点があった。

本件が、今後の課題として、①真に「適切な

鑑定人」をどうやって裁判所に供給するか、②

裁判鑑定の判断基準をいかに明確かつ客観的な

ものにするか、③鑑定費用の公正さをどうやっ

て担保するかなどを検討する契機となれば幸い

である。

（10）

１　事案の概要

? 当事者

Ｘ（発注者・控訴人・反訴原告・一審被告）

Ｙ（請負者・被控訴人・反訴被告・一審原告）

? 建築請負契約

昭和６３年１２月２５日契約

請負金額 ４０００万円／追加工事 １２５万円

? 建　物

建築場所：大分県●●●●町

構　　造：鉄骨造コロニアル葺２階建

種　　類：店舗兼居宅

床面積：１Ｆ２８１m2／ ２Ｆ１１２m2

? 工　事

基礎工事着工：平成元年８月１日

躯体工事着工：平成元年９月

引　　　　渡：平成元年１２月

? 裁判経過

①　裁　判　所　大分地裁中津支部

②　提訴年月日 １９９０年５月１６日

③　訴　　　額 １１５０万円余

④　１ 審 判 決　平成８年９月３０日

Ｂ１鑑定に全面的に依拠して

補修費用100万円と認定

⑤　控　訴　審　福岡高裁に移って半年後に代

理人就任、１審代理人死亡

⑥　控訴審に入って１９９９年１１月２６日反訴提起（Ｃ

鑑定に基づき、本訴請求相殺後の残額1600万

円余）

⑦ ２０００年１１月２５日全国ネット北九州大会で報

告（「問題のあった鑑定の例」）

⑧ ２００１年３月３１日控訴審２人目のＤ鑑定：補

修費用１４０８万（曳き家ではなく、接地面全面

に耐圧版（コンクリートスラブ）設置と薬液注

入（3,304,800）による地盤改良により補修可）

⑨ ２００２年２月１３日裁判長より敗訴的和解（薬

問題鑑定２度目の報告

弁護士　山　上　知　裕（北九州）



液注入工事は採用しないことと、鑑定費用予

納金額の計算間違いした上で）の強引な勧告

・２００２年２月Ｆ氏死亡

・２００２年１１月１４日控訴審判決（提訴から１２年）

イ　耐圧版は全体の６０パーセントで足りる

ロ 薬液注入は地盤強化工事だから必要性は

認められない（主張していない瑕疵である）

ハ　補修費用は６３７万円である。

? 争点——本件建物の構造的欠陥

１審段階でＸは、本件建物の構造的欠陥とし

て、別紙図面１のとおり鉄骨中ベースプレート

と独立基礎アンカーボルトがずれて施工されて

いる問題のほか、屋根のペンキ塗り色違いの問

題、雨樋の排水不良の問題、錆止施工がなされ

ていない問題、等々細かな瑕疵を主張し、その

瑕疵修補にかわる損害賠償請求権による相殺の

主張をした。但しベースプレートのずれについ

て、Ｘが私的に依頼したＡ建築士の鑑定書に添

附された写真は１葉のみであり、補修費用見積

も１ケ所の補修費用として積算されていた。控

訴審段階になって、ＸはＡ建築士からネガとも

に保管していた工事中の写真を大量に受け取

り、証拠として提出した。新たに提出した証拠

写真から、鉄骨中ベースプレートと独立基礎ア

ンカーボルトがずれて施工されている箇所は、

少なくとも５カ所はあることが明らかとなっ

た。Ｘは新たに提出した写真を元に、Ｃ建築士

に独立基礎コンクリートの一部破壊調査と鑑定

書作成を私的に依頼し、降雨により希釈された

コンクリート成分が分離流出していること、一

体たるべき独立基礎に分離面が層をなして存在

していること、補修費用は２３６９万円を要する

（曳家法）との報告を受けた。

２　Ｂ鑑定について

１審裁判所は、Ｂ建築士に鑑定を依頼した（原

審Ｂ１鑑定）。控訴審段階になってＸは新たな欠

陥の主張をしたため、Ｙは再度鑑定の申請をし、

裁判所はまたもＢを鑑定人に選任した（控訴審Ｂ２

鑑定）。Ｂ鑑定は①鑑定判断の方法が恣意的であ

り、かつ判断基準が不明、②鑑定費用が高額であ

る、等著しく問題がある。

? Ｂ鑑定の判断の方法

①　鉄骨柱ベースプレートと独立基礎アンカーボ

ルトがずれている問題

「鉄骨柱のベースプレートの一部が、柱基礎

立上り部分から外れた状態になっている。しか

し乍ら、地中梁の上には乗っており……構造耐

力上の問題はないものと判断する。」、「②通り

の鉄骨柱については、ベースプレートの底面積

の約４割程度が柱基礎立上りのコンクリート部

分からはみ出していて不安定な状態の写真とな

っているが、……全面的に地中梁の上に乗った

状態になっていて、安定した状態となっている

……から構造耐力上の問題はないものと判断す

る。」（原審Ｂ１鑑定）

→建築基準法施行令等の構造基準は完全に無視

し、水平荷重に対する安全性は全く考慮され

ていない。

②　独立基礎コンクリート中に降雨による希釈に

よって分離面が層をなして存在してる問題

「降雨に依り一時中断された時間は約３０分程

度であったとのことであるが、雨が止んだ後に

は直ちにコンクリートの打設は再開された筈で

あり、当該写真に見られるような状態になった

場合でも、表面を少し掘り起こせば内部のセメ

ントベーストは比較的に健全な状態が保たれて

いるものであり、又、新しく流し込まれた生コ

ンクリートのセメントペーストと混ざり合っ

て、殆ど問題になるようなコンクリートの強度

の低下は生じないものである。又、現場の施工

責任者としても、コンクリート打設途中で降雨

に逢い、一時中断した場合には最も気を遺うと

ころであり、最善の努力は尽くされたものと想

定される。」、「素人写真を根拠にして、本件紛争

の控訴事件に発展したもの」に過ぎない。しか

しそ「の原因は天災によるものである」（控訴審

Ｂ２鑑定）。

→素人写真であっても、写真が物語るのは厳

然たる事実。降雨があれば現場養生シート

をかぶせればよかった。これが天災か。

（11）



「裁判官の返済に関与した言葉は、金の無い者には

裁判を公平に受けられることがないようなものです。」

「焦点を一本化にさせたのも裁判官であり、ここ十

数年の心痛……基礎にかかわる分の指摘では、未

知の災害に余りにも否定的であり、これが十数年

もかけた結論とは、裁判官もただのサラリーマン

でしかないですね。」

「先生もう和解しかなければ仕方ないですね。」「先

生本当にありがとうございました。感謝にたえま

せん。」

３　まとめ

高すぎる鑑定費用、長すぎる裁判、中身のない

鑑定、中身のない鑑定のもたらす犯罪者性、鑑定

人の倫理観の欠如、裁判の無力さ。

奥さんから了承を得たので、Ｆ氏からの手紙を

抜粋します。

「大変お世話になりました。私はもう疲れました。

先日の裁判官の言葉非常に残念です。」

（12）

Ａ鑑定 Ｂ１鑑定 Ｂ２鑑定 Ｃ鑑定 Ｄ鑑定 合計

１　審 50万円 185万円 235万円 

控訴審 200万円 70万円 50万円 320万円

合　計 50万円 385万円 70万円 50万円 555万円

補修費 約1374万円 60万円 110万円 2369万円 1408万円

鑑定費用　１審訴額１１５０万円余（ＡＢＣが裁判鑑定、Ｄが私的鑑定） 

１．高知大会には８２名という多数の方々にご参加いただき、大会は成功裏に終わりました。開

催現地の事務局の皆さま、中国四国ネットそして高知支部の皆さまには心から御礼申し上げ

ます。また全国からご参加いただきました皆さま、本当ご苦労さまでした。

次回大会は２００４年１１月２７日（土）〜１１月２８日（日）に石川県文教会館で第１８回大会が行われる

予定です。次回大会も多くの皆さまのご参加をお願いいたします。

２．第１７回高知大会後の活動報告

下記の内容で、会議を行ってきました。

記

①　高知大会の総括

②　次回金沢大会の準備

③　アピールの発送（合計７５５カ所）

④　「ふぉあすまいるNo.１２」発行

⑤　全国一斉１１０番準備（２００４／７／１（木）〜７／３（土））

⑥　会議等

２００４．６．４　　事務局会議　　　（あべの総合L/O）

〃 ８．２６　　事務局会議　　　（あべの総合L/O）

〃 ９．４　　全国ネット幹事会（金沢県読売会館）

〃 １０．８　　事務局会議　　　（あべの総合L/O）

〃 １０．２３　　事務局会議　　　（あべの総合L/O）

３．最後に、高知大会報告者の皆さまにはお忙しい中にもかかわらず、大会での報告をご提供

いただき、今回もまた、大変充実した機関紙を発行することができました。ご協力いただき

ました関係者の皆さまに厚くお礼申し上げます。

事 務 局 だ よ り
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［３］事例報告
居住利益を大幅に控除／平成１６年２月１６日京都地裁判決

弁護士　木　内　哲　郎（京都）

Ⅰ　事件の表示（通称事件名：北創ビル事件）

Ⅲ　主張と判決の結果（○：認定、×：否定、△：判断せず）

Ⅱ　事案の概要



Ⅳ　コメント

１　全国ネットの皆さんの支援のおかげで、大阪

高裁で逆転勝訴判決を勝ち取った吉良事件を覚

えてらっしゃる方も多いかと思います。第一審

の裁判官（八木良一）は、典型的な木造三階建て

構造欠陥事件で、建築基準法令に反する欠陥を

認めながら、危険が現実化していないとして、

損害額として慰謝料しか認めませんでした。そ

の第一審判決を言い渡した同じ裁判官が今度は

鉄骨造溶接欠陥事件で、欠陥修復に建替えの必

要性を認めながらも、大幅な居住利益を差し引

くという判決を言い渡しました。

２　Ｈ会社はＴ工務店と平成元年１１月２４日、地上

３階地下１階（敷地６０m2、延面積２１４m2）のビル

（鉄骨造）を新築する請負契約を締結しました。

契約金額は、８５８０万円。平成２年１０月２９日に引

き渡しをうけ、１、２階で飲食店、地階でカラオ

ケスナックの営業を始めました。ところが、雨漏

りが発生し、Ｔ工務店に対策を求めても、十分な

対応をしなかったことから、京都ネットに相談が

あり、調査したところ、鉄骨部材の太さ不足、配

筋量不足、溶接欠陥などが重大な構造欠陥が発覚

し、平成１２年４月、京都地裁に訴訟を提起しま

した。Ｔ工務店は、建築士を雇い、阪神大震災

を経験しているのに問題が起こってないなど当

方の指摘する欠陥及び補修の可否を徹底的に争

いました。当方も柱脚をはつったり、模型を作

ったり、阪神大震災時のガル数を調べたりして、

立証に相当程度の工夫と苦労をしました。

３　判決は、①建築確認後、構造材の断面寸法な

どの重要な部分の変更がされたのに、構造計算

が再度なされておらず。法施行令８２条２号の安

全性を有していない。②鉄骨の接合部の８０％以

上が部分溶け込み溶接で不合格。③柱脚のベー

スプレート、アンカーボルトが不足しており、

ナットも一部締められていない。モルタル厚さ

が足りず、鉄筋の縦筋も切れているので剛接合

でなく、ピン接合に近い半固定で柱に対する水

平の力に対して固定度が相当に低い。④地下の

柱の配筋間隔が当初設計よりも広くなってい

る。と当方の主張する構造欠陥を正面から認定

し、補修には建て替えが必要としました。

４　本件建物は、築後１３年経過していますが現象

面での不具合即ち、揺れとか亀裂が見あたらな

かったものの、鉄骨造建物における溶接不良を

重視して建替え必要と判断した点は評価できる

ものでした。しかし、請負代金については、Ｈ

会社が支払った追加分代金（約３０００万円）につい

ては領収書がないことを根拠に、契約金額は当

初の５４４１万円のみが認定され、建築金額＝再築

費用もこれが基準となりました。そして、そこ

から居住利益として賃料相当額（月額２０万円）の

13年分が差し引かれたため、実際には建て替え

に必要な金銭の賠償額とはなりませんでした。

修復工事中の仮住まい費用、慰謝料等も認めら

れず、判決認容額は、調査費用、弁護士費用を

プラスした２７２１万円でした。

５   訴訟終盤になって、根抵当権者のＲＣＣから

建物の差押さえ、競売申立てがなされたために、

「差し押さえられた建物に建替え相当損害金の

賠償を認めることができるか」といった論点が

加わりました。裁判所は建て替え費用の支払い

義務を認定しましたが、判決後、判決金額に対

する差押えがあり、競売手続きも進行したため、

控訴をあきらめざるを得ませんでした。差押え

まで至ったのは、地元金融機関が破綻し、ＲＣ

Ｃ送りにされてしまったこと、構造欠陥が明ら

かになったことで、営業意欲が減退してしまっ

たことなどが原因でした。

（14）
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問題裁判官が訴訟指揮した事例２件

弁護士　神　崎　　哲（京都）

Ⅰ　事件の表示（通称事件名：木４事件）

６　その後、この溶接欠陥ビルは予想以上に高い

金額で競り落とされました。危険は放置された

ままになりそうです。

Ⅱ　事案の概要

Ⅲ　主張と判決の結果（○：認定、×：否定、△：判断せず）

［事例　その１］



Ⅳ コメント

１　判決分析（意義・射程・問題点等）

? 本判決を言い渡した合議体の裁判長は、悪名

高い吉良事件一審判決を出した八木良一裁判官

である。

その吉良判決が大阪高裁において破棄された

ことから（なお、先日、最高裁で吉良さんの勝

訴が確定した）、八木裁判官も多少は考えを改

めたかに見えるが、やはり問題の残る判決と言

える。

? まず、各欠陥を正しく認定し、「本件建物は、

その構造上、法が要求する最低限度の安全性す

ら充足していない危険な建物というべきもの

で、本件瑕疵は、極めて重大なもの」と判示し

たこと、また、補修可能性についても、「本件

瑕疵を完全に除去し、安全性を有する建物にす

るための補修方法としては、本件建物を解体し、

新たな建物を再築する方がより合理的であると

いうべきである」として否定したことは、正当

な判断として評価できる。

? しかし、以下の点は極めて問題がある。

①　まず、不法行為については、「不法行為が

成立するためには、…被告…が、原告らの生

命・身体・健康、所有権及びそれに準ずる権

利等を侵害する行為があったことが必要であ

るが、…そのような行為があったとの立証は

ない」と判示して否定している。

一方で、補修不可能なほどの欠陥を認定し

ていながら、他方で、生命・身体等に対する

侵害行為を否定する発想は、吉良判決から全

く進歩がないと言える。

② また、代金額以外の請求部分について、

判決の主張整理上から見る限り、原告側は

原状回復請求権または不法行為に基づく損

害賠償請求権を請求根拠としていたようで

あるが、判決は、原状回復請求権の範囲を

限定的に捉えたうえ、不法行為責任も否定

したため、代金返還以外の請求を一切認め

ない結果となっている。

もっとも、判決は、これらが損害に該らな

いとの判断を示したわけではないため(この

辺りは「欠陥があっても損害は現実化してい

ない」という吉良判決が破棄されたことの影

響かも知れない)、瑕疵担保責任に基づく損

害賠償請求（民法570条、566条）であれば認め

ざるを得ないのではなかろうか。

③ さらに、居住利益控除に関して一般論と

して肯定判断を示し、被告の相殺の意思表

示がないから控除しないと敢えて判示して

いることは、弁論主義違反をさておくとし

ても、非常に問題のある判決と言える。

２　主張・立証上の工夫

? 本件契約が請負か売買かも争点になり、裁判

所が「実質請負」という被告の主張に傾きかけ

たため、それ自体に反論するとともに、「いか

にひどい建物であるか」を徹底的に強調する立

証を考えた。その結果、被告の補修案を徹底的

に弾劾できたことが、一応の認容判決に繋がっ

たと思われる。

? 被告の補修案は、基礎につき、地盤支持力の

みの検討で沈下については全く未検討であるこ

とを、施行令に当てはめながら、藤津先生の鑑

定書、意見書、供述だけでなく、藤津先生に紹

介頂いた「文献」に基づき、相手方建築士の反

対尋問をした。この尋問はかなり成功したので

はないかと思っている。

その他、反対尋問の冒頭で本件建物の欠陥に

ついて、一応、相手方建築士に認めさせた上で、

争点は、補修方法のみであるという前提を作っ

た。そして、基礎以外も、補修しようと思うと、

ほぼ建て替えに等しい内容が必要になるのでは

ないかとの認識を浮き彫りにさせるような尋問

を工夫した。

３　所　感

本件建物は「稀に見る」違法建築であり、ここ

までひどい欠陥住宅は滅多に見られないと思われ

る。もし本件で欠陥の存在や被告の責任が否定さ

れるという結果になれば、他のどんな建物も欠

陥・責任が認められないことになりかねないとす

ら言える。それほどひどい建物であったからこそ、

八木コートでも、ここまでの判決を勝ち得たので

（16）
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Ⅰ　事件の表示（通称事件名：太秦Ｋ邸事件）

Ⅱ　事案の概要

はないかと思う。

なお、長期間を要したのは、当初単独部に配転

され、付調停にされたなどの経緯があったためで

あるが、本件は相手方が控訴しているので、未だ

確定していない。

Ⅲ　主張と判決の結果（○：認定、×：否定、△：判断せず）

［事例　その2］



Ⅳ　コメント

１　判決分析（意義・射程・問題点等）

? 本件は、悪名高い、吉良事件における京都地

裁八木判決と類似の「非常識判決例」として報

告するものである。

すなわち、吉良邸と同じ施工業者（松浦建設）

による類似欠陥（木三欠陥）につき、やや遅れて

審理された事件であるが、吉良事件原審（八木

良一部長単独部）と同一部の右陪席（古谷恭一郎

単独部）による判決である。且つ、ほぼ同時期

に、八木・古谷両裁判官を含む合議体により、

他の類似事件（京99-17）につき判決が下されて

おり、それぞれが全く異なる判断を下している

という珍妙なケースである。

? 本件判決は、最判平14・9･24を発展させ、

「請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって

建て替えるほかないと認められる場合には、注

文者には解除を認める必要性が高く、他方、解

除権の行使を認めたとしても、民法６３５条ただ

し書の趣旨に反するとはいえないから、このよ

うな場合には、注文者に解除権を認めるべきで

あると解する」と、正面から請負契約の完成後

の解除を一般論としては肯定している点だけは

唯一評価できる。

? しかし、あてはめで「重大な瑕疵があって建

て替えるほかないとまでは認められない」と判

断（弁論準備で裁判所の求釈明した欠陥につい

ては十分説明して判決でも認められたが、裁判

官が求釈明しないため分かっていると思ってい

た欠陥について、判決で否定された）。

ここで問題なのは、施工業者も欠陥原因に関

する事実関係を基本的に争っていない(補修方

法の争いに終始)にもかかわらず、法適用上の

問題として瑕疵ではないと認定したことである。

すなわち、ＨＤ金物欠如・剛床仕様欠如・偏

心率違反は、吉良判決（八木判決）でも、１か月

前の合議体判決（京99-17）でも、瑕疵に該当す

ることが明確に認定されており、これらの判決

を熟知しているはずの裁判官が何故に矛盾する

法適用をするのか、理解に苦しむ。

しかも、基礎の鉄筋量不足につき「令77-2は

RC造の建築物についての規定であり、木造建

築物である本件建物には適用されない」と明ら

かに誤った判断を示している（令71を無視）。

２　主張・立証上の工夫

欠陥について、弁論準備段階で十分に主張を尽

くし（勿論、その前提として私的鑑定書でも明確

に記載）、被告側も特段争わなかったため、補修

方法（建替しかないこと）の反論・反証に意を注ぎ、

私的鑑定書作成の建築士の証人尋問を行わなかっ

た点が裏目に出たのか。

３　所　感

裁判官は、わかってくれているはずとの軽信は

禁物であり、主張・立証を徹底的に行う必要が

ある。

たとえ、同一部の部長で審理期間中に類似事件

につき欠陥認定をしていようとも（その裁判官が、

そのことは十分に知っていても）、また、その裁

判官を含む合議体で直近に欠陥認定をしている良

心的判決があろうとも、その事件の判断を示す

「裁判所」としては別ものと考えなければならない。
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ホームページをご覧ください

? 全国ネット http://homepage2.nifty.com/kekkanzenkokunet/
? 甲信越ネット http://www8.ocn.ne.jp/~tomuken/
? 関東ネット http://kjknet.jpm.ne.jp/
? 京都ネット http://www.joho-kyoto.or.jp/~house-s
? 関西ネット http://homepage2.nifty.com/kansainet/
? 中国四国ネット（広島研究会） http://www9.ocn.ne.jp/~hironet/
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大手デベロッパー阪急不動産（株）、ス

ーパーゼネコン（株）大林組、海外での設

計コンペにも招待される設計事務所（株）

アーキテクトファイブ、一流構造事務所

である（株）梅沢構造計画研究所。この豪

華メンバーで166戸の集合住宅が、阪急南

茨木駅の西側で分譲されたのは1998年の

ことである。またこのマンションはその

後、茨木市の都市景観賞を受賞している。

販売に際して、通常のパンフレットの

他に「構造家からのメッセージ」と表題

された別刷の資料が用意され、そこにはこのマン

ションの設計に関わった（株）アーキテクトファイ

ブや（株）梅沢構造計画研究所の名前が連なり、い

かにこのマンションが構造的に優れた建物である

かが解説されている。その文面の中には、阪神淡

路大震災から学んだことして、単に構造的に頑強

な設計を行っても現場での施工が適切に行われて

いなければ何もならないとされ「工事監理を厳格

に行い施工上の問題を回避する事」がうたわれて

いる。そしてその言葉は、「永住の証明」として

別のパンフレットにも紹介されている。

このマンションは駅に近い事ばかりでなく、イ

タリア製のドアやシステムキッチン、無垢材の床

などを採用した5,000万円台の高級マンションで

あった。当時既にマンション価格は下がり始めて

いたが、立地条件、デベロッパーの知名度、スー

パーゼネコンの施工、優れたデザインを信じ、

「工事監理を厳格に行い施工上の問題を回避する

事」を高々とうたい上げたこのマンションを「他

とは違う品質のマンション」として高価格であっ

ても購入したのである。

しかしながら、建物の不具合は入居直後から発

生した。各住戸内では建具の立て付け不良などが

発生すると共に、外壁にはひび割れが、また塗装

の施工不良などもあり、早々に外部全体に足場を

組んでの補修工事が行われた。各住戸内の不具合

については、専有部分の不具合であるとして管理

組合が干渉せず、それぞれの住民が個別にゼネコ

ンや分譲業者と交渉して補修を行っていた。しか

しながら、建具の不良が建具の調整だけでは納ま

らなくなり、ついには床ユニット（二重床）を一旦

解体して再構築する住戸も生じて来た。このよう

な状況に対して、分譲者や施工者は「床ユニット

の施工不良」と説明していた。

そんな不具合のあった住戸の一人が私の所に相

談にやってきた。ゼネコンの対応が非常に悪く、

内装を一部撤去しているが、このままいい加減な

施工をされては困ると言うのである。内装を撤去

したマンションに入ってみると、床に無数のひび

割れが生じており、中には１㎜を超えるひび割れ

もあり、床の中央部分が最大40㎜も下がっている

ことが調査の結果明らかになった。

「これは構造体（床版）に構造的な問題が発生し

ている。原因を確認するまでは安易に内装を復旧

モンセーヌ南茨木Ｂ棟
PCアンボンド未施工事件

胡桃設計　一級建築士 木津田　秀　雄（兵庫・関西ネット）



してはいけない。」とアドバイスすると共に、分

譲主がその依頼者から要求で既に調査を始めてい

た（財）日本建築総合試験所での調査結果を待つ事

にした。

その結果が出たのは、その後数ヶ月が経過して

からで、驚くべき事実が明らかになった。このマ

ンションは小梁のないフラットな床版のマンショ

ンであるが、建築確認申請の図面には明記されて

いた「PCアンボンド工法」がまったく施工され

ていないことに加えて、施工の不具合（スラブの

厚みが薄いなど）が相まって床がたわむ原因とな

っているとされていたのである。

PCアンボンド工法とは、コンクリートの床版

の中に鋼線（吊り橋のワイヤーを想像してくださ

い）が入っており、その鋼線を住戸ごとにたわま

せてコンクリートの中に打ち込む事により床を支

持すると共にたわみを抑制する工法である。この

方法を採用する事により、最低でも25㎝の厚みの

必要なこのマンションの床を20㎝で設計していた

にも関わらず、施工時に「PCアンボンド」を施

工しなかったことにより、その調査時点で50戸以

上の住戸に４〜５㎝の床のたわみが発生している

事があきらかになったのである。

しかしながら、この問題に対して管理組合は検

討委員会、交渉委員会を作り分譲主らと交渉を重

ねた結果、既に用途地域が変わっていることから、
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欠陥住宅被害に関わる訴訟については、近年、

司法改革における重要課題の一つと認識されるに

至っており、東京地裁・大阪地裁における建築事

件集中部の設置、鑑定人選任のための最高裁判所

による建築関係訴訟委員会の設置及び日本建築学

会による司法支援建築会議の設立、民事訴訟法改

正による専門委員制度の新設など、種々の動きが

見られるところです。これらは、欠陥住宅訴訟を

「専門的知見を要する訴訟」として、裁判所での

審理手続に専門家である建築士の関与の必要性を

認め、その専門的知識を活用しようとする点に主

眼があります。

ところが、今大会においても多数の実例報告が

為されたように、実際の裁判においては、現場経

験も殆どなく知識・判断能力もない建築士が、裁

判所から鑑定人に選任されて不適切な鑑定を行っ

たり、調停委員として不適切な意見を公然と述べ

るなど、看過しがたい由々しき事態が生じており

ます。

そこで、当協議会は、下記の点につき検討と改

善を要請するものです。

記

１　裁判所の姿勢について

当事者は「中立的な第三者」としての裁判所

による法に照らした公正な判断を求めているの

であるから、裁判所は、手続の主催者及び判断

権者としての自覚と責任を持って、建築紛争事

件の審理に当たるべきである。建築に関する専

門的知識の不足を理由として、判断を専門家に

委ねてしまい、自らの判断を放棄ないし回避す

るようなことはあってはならない。

２　適切な人選について

裁判所の審理手続において鑑定人・調停委

員・専門委員(以下「鑑定人等」という。)とし

て建築士を関与させる場合には、当該事件の性

格に照らして的確な知識・技術・判断能力を有

する専門家を選任すべきである。本大会でも、

現場経験も殆どなく知識・判断能力において不

適格な建築士が鑑定人に選任され、欠陥原因に

関して建築基準法令等に基づく技術基準を無視

するような不当な鑑定を平然と行っていたこと

欠陥住宅訴訟における専門家



建て直しをすると住戸数が減ってしまうことや、

床の再構築を行うにも同様の問題があるとして、

補修しか選択がないとの説明を住民に行った。そ

の結果コンクリートの床をたわんだまま固定する

方法での補修を行う事、迷惑料として数百万円を

渡す事、１年間の全住戸の仮住まい費用などを負

担する、もしくは販売時の価格の65％での買い取

り（瑕疵の無い状態での時価相当額）を総会で決定

して、166戸のうちの164戸がその内容で最終的に

同意したのである。

依頼者ら２戸は、真にこのマンションの資産価

値がなく転売もできないこと、売買契約も目的物

と著しく異なり、その目的を果たしていないとの

ことで、分譲主、ゼネコン、設計者らを相手に契

約解除の訴訟に踏み切った。

訴訟の中では、設計・監理者らは「在来工法

（PCアンボンドを施工しない方法）での施工に強

く反対した」がゼネコンや分譲者らが合意したた

め監理者としては責任がないと言い。ゼネコンは

監理者らが承諾したので「PCアンボンド工法」

と取りやめたと主張している。そして現況や補修

方法については、建築基準法に違反していないと

の主張を行っており、販売時の「工事監理を厳格

に行い施工上の問題を回避する事」の言葉はどこ

に行ってしまったのかという状態である。

現在このマンションは全戸が退去して、補修工
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が報告されたが、そのようなことが今後生じな

いように配慮する必要がある。

他方において、適切な知識・技術・判断能力

を有する者であれば、過去に被害者側の私的鑑

定を行ったことがあるからと言って鑑定人等か

ら排除することなどあってはならない。

３　選任過程の透明化について

裁判所の審理手続における鑑定人等の選任過

程を透明化する必要がある。鑑定人等について

は、①選任候補者名簿に掲載されている氏名・

経歴・経験等の情報を予め一般に明らかにし、

②選任基準を公表するとともに、③具体的事件

における選任に当たっては当事者の意見を十分

に聴取して、それに配慮すべきである。

４　瑕疵及び修補についての適切な判断の確保に

ついて

鑑定人等が専門家としての判断を示す際に

は、建築基準法令の定める技術基準が最低限の

基準であることを銘肝して、これを遵守する観

点から判断すべきことは当然である。このこと

は、瑕疵の修補に関する判断に際しても徹底さ

れるべきであり、瑕疵を完全に除去して法令等

の技術基準により要求される品質ないし性能を

確保しなければならない。そのため、鑑定人等

の候補者については、研修等を積極的に実施し

て、適正な判断確保に努めるべきである。

５　制度の運用に関する弁護士会との協議につい

て

専門委員制度導入に伴って、①当事者に不透

明な手続下での実質的鑑定が行われたり、②検

討も十分に行わないまま根拠も不明確な専門委

員の直感ないし印象に基づく判断によって結論

が左右されたりすることは、絶対にあってはな

らない。そのために制度の慎重かつ適正な運用

に向けて、裁判所と弁護士会との間で定期的に

協議・意見交換の機会を持つべきである。

２００４年５月２９日

欠陥住宅被害全国連絡協議会

（欠陥住宅全国ネット）

第１７回高知大会参加者一同

の適正な関与を求めるアピール



事（床がたわんだままで）の最中であるが、依頼

者らの住戸を保全調査した際には、手ぬぐいなど

の異物が柱に混入している、ただでさえ薄い床コ

ンクリートを削って排水管を施工している、界壁

については最大２㎜の大量で大きなひび割れが発

生しており、床スラブだけではなく、コンクリー

ト構造体について、数多くの不具合が確認されて

いる。

このような施工状況や資産価値の低下（ローン

の借り替えを断られた）、そして床版の再構築が

不可能ではない（既存不適格建物の取り扱いの法

律が施行されればなんら問題ない）ことが明らか

になるにつれ、一旦同意した他の住民も、再度分

譲者に説明を求めるなど、他にも訴訟の提起がさ

れる状況になりつつある。
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１　事案の概要

Ｋさんは、１９９４年２月の地元の高知新聞の広告

を見て、Ｆ社の物件に興味を持ち、同年３月２４日、

高知市郊外の新興住宅地の物件につき、売買契約

を締結しました（注文建築）。物件は１７７．９７平方メ

ートルの土地に木造和型スレート葺２階建の建

物、代金２６３０万円で、住宅性能保証制度に登録す

るという約束でした。同年６月に工事に着手し、

８月２７日完成引渡されました。

ところがＫさん一家の入居直後から、次々に物

件の欠陥が明らかになりました。代表的なものは

次の通りです。

①　リビングから洗面所に向かう引き戸の開閉が

出来ない。

②　東西南北１階･２階の屋根の雨どいで雨水が

逆流する。

③　玄関屋根・東側１階屋根･南面屋根が垂れて

いる。

④　ふすまには１センチ程度の隙間が開いている。

⑤　１階階段下の納戸の床に１センチ程度の隙間

があり、風が吹き上げる。

⑥　駐車場の屋根が２台分のはずなのに１．５台分

しかない。

２　提訴までの経過

Ａさん本人が独自で交渉を続けた結果、Ｆ社は

一部の欠陥を認めて追加工事を行い、住宅性能保

証機構からも、業者が「積極的に対応する姿勢を

示している」との連絡をうけました。しかしＦ社

はその後言を左右にして一向に誠意ある対応をみ

せなかったため、Ａさんは自主交渉を断念。

その後、当職が受任して、２００１年３月１日高知

簡易裁判所に対し、調停申請しましたが、同年４

月１３日の第１回調停で、Ｆ社は「一切話し合いに

応じない」との回答。直ちに打ち切り。やむなく

同年９月１７日高知地方裁判所に対し、損害賠償請

求訴訟を提起しました。請求の総額は１１９２万5000

円（修復費用８４０万円・慰謝料２００万円・調査鑑定

費用５２万５０００円・弁護士費用１００万円）。

この裁判でＡさんが、これらの欠陥を引き起こ

した原因として主張しているのは主として次の諸

点です

①　敷地擁壁工事におけるコンクリート打設にお

いて、水増しが行われた。

②　布基礎構造において、縦筋を折り曲げて定着

させる構造になっていない。

③　１階部分の筋交いの不足。

④　２階部分の軸組みと１階部分の軸組みとの不

整合。

⑤　玄関部分に柱を設置しないという当初設計の

ミス。

Ｋさんの事案の報告

弁護士 谷　脇　和　仁（高知）



⑥　通し柱の真下に換気口を設置するという設計

ミス。

⑦　屋根置式ベランダの支柱を桁梁の外側に出し

て設置するという施行ミス。

⑧　１階の柱が、構造計算で「ＮＧ！！！！」と指摘

されるような、垂直方向の荷重に耐え得ない施

行。

⑨　２階梁における、構造設計基準に適合しない

木材断面の使用。

３　訴訟の経過　

当初、被告は弁護士を立てず本人訴訟で応訴し、

具体的事実関係については認否せず、原告が依頼

して鑑定した建築士に対する個人攻撃に終始して

いました。その後、事実関係の論争に移り、原告

側から詳細な主張と鑑定申請を出しましたが、被

告側が十分応答できず推移し、２００３年になってよ

うやく被告が弁護士を代理人に選任。

そして被告側から、個別の欠陥について十分な

認否がないにもかかわらず、突然「補修の必要を

認める部分についての工事は５２８万４１２５円ですむ｣

という書面が出されてきたため、和解の方向が探

られはじめました。

本年４月の裁判官交代後、「和解にしろ判決に

しろ、争点を明確にする必要があるので、原告側

で争点整理表をつくってほしい。それを踏まえて

建築士の調停委員に現場を見てもらい、事実上の

評価をしたい」との指示があり、原告から争点整

理表を提出した後、調停に回付されました。そし

て、７月３０日、裁判官のほかに建築士の資格を持

つ調停委員が本件現場を現地調停という形で視察

し、原告の主張部分を詳細に見分。現在、それに

基づいて、修復工事の内容・費用・住宅性能保証

の利用の仕方等について協議が続いています。

４　今後の課題

本件においては、当初被告側が本人訴訟で対応

し、関係者の人身攻撃とも思える応訴態度に終始

したこと、また代理人就任後も、被告弁護士が修

復費用を積算して提出しながら、一向に和解に向

けた努力をしなかったことなど、早期解決への障

害となりました。　

裁判官が交代して後、積極的なイニシアチブが

とられ、現在和解協議が進行中です。今後、どれ

だけ徹底した修復工事が裁判所の和解案に盛り込

まれるか、住宅性能保証機構の活用の仕方等が課

題になると思われます。

（23）

１９９６年に私が日弁連の米国インスペクター視察

団の皆さんから伺った日本における欠陥住宅とそ

の救済の実情は意外で信じられないようなことば

かりでした。あれから８年経過した今日、私の限

られた観察ですが随分事情が改善されたように見

うけられます。消費者、被害者の救済の方策もだ

んだん整備され定着してきたことが見うけられ、

更に進んで欠陥住宅の予防対策に目が向けられる

ようになってきたことは大変悦ばしいことであり

ます。

アメリカにおける建築被害予防の手法

弁護士 亀井トム敏彦（元カリフォルニア州構造エンジニア協会副会長）



アメリカには「欠陥住宅」という表現はありま

せんが、不具合の多い住宅は勿論多く存在します。

しかし、欠陥の是正や修理が不可能なために住宅

の建て直しを余儀なくされた事例は殆ど聞きませ

んが、地震のために建物が倒壊し、欠陥や手抜き

工事が暴露された例はよく耳にします。アメリカ

には日本のような「欠陥住宅」が少ないのは下記

のような理由によるのではないかと考えられます。

先ずアメリカ（カリフォルニア）の住宅の構造は

一般的に外壁はモルタル仕上のツーバイフォー工

法で建てられ（中西部から東部にかけては煉瓦造

の住宅が多い）形状は箱型かその変形の型のもの

が多いため風や地震に対しては安定した構造にな

っています（最近では合板を取りつけた上に仕上

をすることも要求されている）。またツーバイフ

ォー工法では間柱の数が多く屋根や床による荷重

に対しても余裕があります。そのため、開口部の

量が限られた設計の場合には構造計算をする必要

がなく、ビルディング・コードによって定められ

た仕様に従い工事が進められるのであれば、、木

造２階戸建て住宅は建築士に依頼して設計図書を

作成しパーミットを取得してもらう必要もありま

せん。但し、設計が複雑で不規則な形状になって

いるとか、梁のスパンが２５フィートを超える場合

とか、木材以外の建材が混用されている場合（基

礎のコンクリートを除く）には建築士の関与が必

要になります。このような建築士の関与しない住

宅の場合でも中間検査が徹底しているので施工業

者の経験や熟練の程度にかかわりなく充分な耐力

が期待できるわけです。中間検査の内容とか回数

はビルディング・コードによって定められてお

り、検査官のＯＫがないと次の作業に取り掛かれ

ない仕組みになっています。中間検査は建築主事

かインスペクターが行い、適正地盤の確認、コン

クリートの調合、水／セメント比、鉄筋量や被覆、

木材の材質、緊結部の部品や釘のサイズや数に至

るまでチェックされます。地盤に関してはボーリ

ングや地質調査報告書が用意されて居ればそれに

従い、ない場合には簡単な器具を利用して検査官

の経験に基づき不同沈下発生の可能性を判断しま

す（ロスアンゼルス市では軟弱地盤や地滑りなど

に関する過去の経験資料が纏められておりそれを

参考にする）。

上記木造２階戸建以上の規模の住宅でしかも鉄

骨やコンクリートも設計に取り入れられるような

建物は建築士に設計や監理を依頼することになり

ますが、不具合が発見された時のライアビリティ

ー（保証責任）のことを考慮して地質、構造、電気、

設備などの専門知識と経験のあるコンサルタント

を雇用するのが普通であります。この場合には設

計上専門家の知識や技量に頼ることになりますの

で、お互いに職業倫理を守ることが重要な要素と

なります。例えば　イ）コンフリクト・オブ・イ

ントレスト（各関係者同志の利害関係） ロ）イン

テグリティー（誠実性） ハ）プロフェショナリズ

ム（プロ根性）などの趣旨が各コンサルタントによ

って尊重されないとトラブルが発生し、欠陥住宅

につながりかねません。そこでものを言うのは協

会（下記を参照）の制裁とか訴訟の可能性でそれが

無言の圧力となって秩序を保つことになります。

アメリカでは各職業または専門別に会員相互の

親睦、技術の向上、職業倫理の徹底、社会的地位

の向上などを目的とした協会が地域ごとに存在し

ます。大抵の協会では月例会が開かれ新しい技術

の紹介をしたり、未経験者の為の技術の手ほどき

をする多くのセミナーも開かれます。倫理規定の

作成徹底も大事な機能の一つであります。特に倫

理規定の徹底には気を配り、とりわけ上記３項目

の趣旨に従わないものは除名処分をうけることも

あります。

私はよく「アメリカと日本とでは土壌が違う」

と言うことを耳にします。確かにキリスト教やユ

ダヤ教の考えが基本になっているアメリカの倫理

観に基づいた各システムと儒教や仏教の教えから

生まれた日本の倫理観や生活習慣に相違のあるの

は当然であり、上記のようなアメリカの方式は日

本人には馴染めないと思われます。しかしそうい

う事情はさておき消費者、建築主が安心して快適

な生活が出来るよう建築士や施工業者が良心的に

工事を進めるのは当然のことであり今更言うまで

もありません。この数年間に欠陥住宅全国ネット

会員各位の絶えざる努力のお陰で一般の理解も深
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まり欠陥住宅問題はこれからもますます改善され て行くものと信じます。

（25）

昨年５月の札幌大会にてシックハウスをメイン

テーマに掲げたことをきっかけに、シックハウス

部会が誕生した。札幌大会では基調報告や被害者

の訴えを中心に基本を押さえた（ふぉあ・すまい

る10号参照）。昨年１１月の長野大会では、「勝てる

シックハウス訴状作成法」「勝てるシックハウス

鑑定書作成法」を研究した（ふぉあ・すまいる11

号参照）。

今回の高知大会では、これまでの裁判例のまと

めと新しい事例報告を行った。

１　シックハウス判決の概要

? 横浜判決（横浜地裁平成１０年２月２５日判決）

建物賃借人が賃貸人に対し、新築建物に使用

された新建材等により化学物質過敏症に罹患し

退去せざるを得なくなったとして、貸主の債務

不履行に基づく損害賠償をもとめた事例におい

て、借主の請求を棄却した判決である。理由は

次のとおり。

「①化学物質過敏症がごく最近において注目

されるようになったものであり、未だ学会にお

いてすら完全に認知されているとは言い難い状

況にあること、したがって、本件建物建築当時

の平成５年６月ころの時点において、一般の住

宅建築の際、その施主ないし一般の施工業者が

化学物質過敏症の発症の可能性を現実に予見す

ることは不可能ないし著しく困難であったと認

められること、②本件建物に使用された新建材

等は一般的なものであり、特に特殊な材料は使

用されていなかったと認められること、③化学

物質過敏症は一旦発症すれば極めて微量の化学

物質でも反応するものであり、そうすると、そ

の発症を完全に抑えるためには化学物質を含む

新建材等をほとんどないし全く使用せずに建物

を建築するほかないことになるが、一般の賃貸

アパート等においてそのような方法を採ること

は経済的見地からも極めて困難であり、現実的

ではなかったと考えられること、④被告ないし

施工業者である株式会社Ａ等は、原告から本件

建物の臭気について指摘を受けた際、換気に注

意するよう指示したり、空気清浄機を設置する

など一般的な対応はしていること、⑤化学物質

過敏症の発症は各人の体質等にも関係し、必ず

しも全ての人が同一の環境において必然的に発

症する性質のものではないことなどの事実が認

められ、これら事実関係からすれば、本件建物

建築当時、被告（ないしその受注業者たる株式

会社Ａ等）が化学物質過敏症の発症を予見し、

これに万全の対応をすることは現実には期待不

可能であったと認められ、この点につき被告に

は過失はなかったというべきである。」

? 札幌判決（札幌地裁平成１４年１２月２７日判決）

原告業者Ｘが、被告注文主Ｙに対し、請負契

約に基づき請負代金を請求してきたことに対

し、Ｙは本件建物に入居直後から化学物質過敏

症が発症したとして反対に損害賠償を請求した

事案において、Ｙの化学物質過敏症発症につい

シックハウス問題部会からの報告

弁護士 中　島　宏　治（大阪）



てのＸの責任を否定した判決である。

本判決は、Ｙが化学物質過敏症に罹患したこ

とを認めたものの、Ｙは本件建物からの化学物

質のみならず、歯学部在学中に曝露したホルマ

リンや、従前からの各種アレルギー･過敏症の

総和によって本件化学物質過敏症が発症したと

解するのが相当であり、Ｙの化学物質過敏症の

罹患と本件建物に入居したこととの間には、相

当因果関係が肯定されるが、それが唯一の原因

ではない、としたうえ、最終的には、本件建物

において0.1ppm程度のホルムアルデヒドを放

出することが、平成８年１０月ないし平成９年２

月当時において違法であるとまではいえないこ

と、Ｘには、Ｙが本件建物に入居することによ

り化学物質過敏症が発生するとの予見可能性が

あったとはいえないことを理由に、Ｘの責任を

否定した｡

なお、本判決のコメントについてはふぉあ・

すまいる１０号の敗訴判決報告を参照されたい。

? 東京判決（東京地裁平成１５年５月２０日判決）

施工業者が取り付けたシステムキッチンから

漏水事故が発生したため、業者がその対処とし

て雑排水が染みた土台等に防腐剤であるクレオ

ソート油を塗布したところ、クレオソート油か

ら大量の化学物質が室内に発散し、建築主夫妻

が化学物質過敏症に罹患したという事例におい

て、業者の責任を否定した判決である。

本判決は、建築主夫婦の化学物質過敏症への

罹患と業者の施工との因果関係を肯定したもの

の、クレオソート油の吸引により化学物質過敏

症となり慢性的な疾患に罹患するという結果ま

で予見し得たとまでは認めがたい、として業者

の責任を否定した。

? シックハウス訴訟の裁判例のまとめ

以上のように、これまでの判決はいずれも、

①損害、②因果関係を肯定しつつ、③責任を否

定しているものと言える。ただし、これだけシ

ックハウス症候群や化学物質過敏症という言葉

が一般化し、業者として当然に予見できる現在

においては、業者の責任を認める判決が出る可

能性は十分にあると言えるだろう。

２　最新ニュース

? 和解報告①（シックハウス）

最近、さいたま地裁において、シックハウス

事件の和解が成立した。秘密条項がついている

関係で、詳細な報告はできないが、担当弁護士

からヒヤリングしたポイントを報告する。

（事案の概要）

平成９年１１月の契約、木造２階建ての建物。

引き渡しは平成１０年５月。業者は、地元の工

務店であるが規模はそれほど小さくはない。

（業者の主張の骨子）

① 化学物質過敏症の医学的評価が確立して

いない。

② 化学物質過敏症の診断基準が医学雑誌に

掲載されたのは平成１０年３月２８日である。

③ 化学物質過敏症の発症は各人の環境的要

因、遺伝的要因、老化要因に関係し、同一

条件であっても発症する人としない人がい

るから予見可能性がなかった。

④ 新建材を一切使用せずに一般の住宅等を

建築することは実務上不可能である。

⑤ Ｆ２等の部材は当時としては一般的な部

材であった。

⑥ シックハウスに関する法規制が始まった

のは平成１５年７月１日である。

⑦ 健康住宅研究会の冊子は、平成１０年３月

付で作成され、同年６月頃に配布されたも

のである（引き渡し後の配布である）。

（和解の評価）

予見可能性（過失）の議論は判決の際の判断

は微妙だったとのこと。金額は伏せるが、裁

判所の強い和解勧告で和解が成立した事案の

ようである。

? 和解報告②（シックスクール）

平成１６年３月２日、大阪地方裁判所において

シックスクール訴訟の和解が成立した。全国初

の訴訟、全国初の裁判上の和解事例である。

（事案）

Ｉ君は、大阪府下にある私立のＫ学園に入

学した。Ｋ学園は中学・高校一貫教育で、ラ

グビーで全国的にも有名なところである。Ｉ
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君は、自宅のシックハウス問題により、化学

物質過敏症に罹患していた。Ｉ君の場合は、

皮膚のアトピーや倦怠感が特徴的だった。

学校の生徒や教師の整髪料や喫煙などによ

る気分の悪さから、満足に授業を受けること

ができなくなり、Ｉ君は医師の意見書等を提

出し、学校に理解を求めたが、教師から「け

ったいな病気やな」「やる気のない者は教室

から出て行け」と罵られたり、暴行を受ける

に至った。そのため、Ｉ君はＰＴＳＤ（心的

外傷後ストレス障害）となり、高校２年の途

中から全く学校に登校できなくなった。それ

ばかりか、Ｋ学園はＩ君に対し「化学物質過

敏症を治さなければ復学を認めない」とまで

文書で送ってきた。事実上の退学処分である。

そこで、Ｉ君は平成１５年４月、Ｋ学園を相手

に慰謝料を求める訴訟を大阪地方裁判所で起

こした。

（争点）

化学物質過敏症の生徒に対する学校の対応

が適切だったか。

文部科学省は平成１３年１月に教育委員会・

学校関係者に対し「化学物質過敏症の児童生

徒に対して個別の配慮を行うよう」という通

知を出しているが、この通知がでてからも一

向に「個別の配慮」が行われていないのが実

態で、Ｋ学園もそうだった。

（和解内容）

①　在学契約の合意解約に関する条項

② 被告Ｋ学園は、当初、化学物質過敏症の

症状に対する理解が不足した対応により、

原告Ｉに対して不信感を持たせたことにつ

き、文部科学省が定める学校環境衛生の基

準を充たしているとはいえ、残念な事態に

至ったことについて、遺憾の意を表する。

③ 被告Ｋ学園は、本件訴訟の提起を受け、

平成１５年４月中旬に設置したシックスクー

ル対策委員会により、平成１３年１月２９日付

け文部科学省通知等をふまえた諸検討及び

専門家による研修会の実施を、今後とも引

き続き行うこととし、それらを十分に活用

して、教職員による生徒の教育及び指導の

研鑽に努めるものとする。

④ 被告Ｋ学園は、原告Ｉに対し、本件和解

金として、２００万円の支払い義務のあるこ

とを認める。

（和解の評価）

① 学校の対応に化学物質過敏症に対する理

解不足があったことを正面から認めたこと。

② ①に対して学校が遺憾の意を表した上、

見舞金としての性格を越える金額の解決金

を支払ったこと。

③ 訴訟を契機に学校内に「シックスクール

対策委員会」を設置するに至り、和解後も

シックスクール対策に引き続き取り組む姿

勢が示されたこと。

④ 以上は、我が国初のシックスクール訴訟

において、今後につながる重要な成果を勝

ち取ったものと評価される。

? 提訴報告①（シックハウス）

平成１６年４月２１日、大阪地方裁判所堺支部に

提訴された保育園のシックハウス訴訟。実際に

はシックスクールの事案である。

原告は保育園児３０人、被告は堺市、施工した

建築会社、設計した設計事務所である。

保育園の開園は平成１４年４月１日であった

が、それに先立つ同年３月８日に室内空気測定

が行われ、トルエンの値が指針値の１２倍近くで

あったにもかかわらず、そのまま開園に至った。

それにより、１９名の児童にシックハウス症候群

の条件を満たす診断が下された。その他にも、

園児には様々な症状が発生した。

平成１４年１１月から１２月にかけて床の張り替え

工事が実施されてようやく一段落した。

第１回期日はまだ入っていない模様である。

? その他

平成１６年１月２９日、大阪地方裁判所に提訴さ

れたライオンズマンションのシックハウス集団

訴訟の報告が会場からなされた。この事件は、

本年７月までに争点整理、提訴から１年で判決

までという超ハイペースの予定で裁判が進んで

いる。
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１　はじめに

高知大会２日目に標記題名の話をさせていただ

きました。

経験豊かな建築士の先生方を前にしてのお話し

で、さらに、前夜は、高知の皆様にアットホーム

な雰囲気・美味しい皿鉢料理など心のこもった懇

親会をご準備いただき、ついつい夜更かししてし

まい、ご期待に添えるお話しを出来たか甚だ不安

ですが、全国大会で報告の機会を与えていただき

ましたら原稿を出すのが慣例とのことなので、再

度、報告させていただきます。

２　概要

内容は、「１　訴訟における私的鑑定書・報告

書の位置づけ」「２　法的判断の特色」「３　民事

訴訟における被害者側建築士の活動〜実務上の観

点から」との項目のもとに、

? 民事訴訟の基本的流れ〜「言い分」を「証拠」

で判断する

? 主張・立証責任〜被害者側が「言い分」「証拠」

を

? なぜ、建築基準法違反なのに請負契約は無効と

ならないのか〜公法と私法、責任論と損害論、

違法性判断と法律効果判断など

? 裁判所の思考パターン〜いわゆる３段論法など

? 民事訴訟において予定されている活動〜主とし

て私的鑑定書・報告書の作成、証人尋問

などです。

なお、時間の関係上、レジュメにあげたいくつ

かの項目をとばしてしまいましたが、予定してい

た知識の殆どはお話しできたかと思います。ただ、

会場或いは大会終了後にもご質問をいただいたこ

とから、私の説明の不備はさておくとしても、法

手続・実務の運用等については、まだまだ疑問点

が存することと思われますので、これらの点につ

いては、事件を一緒に担当される弁護士や各地域

ネットの学習会に参加されている弁護士に率直に

ご質問されるのが宜しいかと思います。

３　被害者救済の観点

この点についても、レジュメに項目としてあげ

ていたのですが、お話しできませんでした。

もっとも、私は、「被害者救済の観点」が最も

重要なことのひとつと思っています。もちろん、

「被害者救済の観点」によって過度・無理な主

張・立証を求めるものではありませんが、欠陥住

宅問題に関する議論・研究の進化の一方で、「被

害者救済」という初心・原点を是非とも忘れずに

欠陥住宅問題に取り組みたいという自戒を込めて

上げさせていただいたものです。

４　参考文献など

東京地裁建築訴訟対策委員会の「建築鑑定の手

引き」（判例時報１７７７号３頁〜）はご参照いただ

ければと思います。ただ分量が多く専門的にもな

っていますので、まずは「Ｑ２２」（７頁）からご

参照いただければ宜しいかと思います。

また、法律用語の辞典として、手軽かつそれな

りの内容の「法律学小辞典（第４版）」（有斐閣）

は、疑問点などを調べるのに便利かと思います。

５　さいごに

高知大会に参加させていただき、とても充実し

た議論・報告を受け、極めて有意義な２日間を過

ごすことができるとともに、改めて、欠陥住宅被

害の深刻さ、救済の必要性を痛感しました。この

ような有意義な機会を与えていただきました高知

の皆様、事務局の皆様にお礼を申し上げ、私の報

告を終わりにしたいと思います。
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勝つための鑑定書づくり

鑑定書づくりに役立つ建築士のための法律基礎知識

弁護士 千　葉　晃　平（仙台）
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勝訴判決・和解の報告

［１］擁壁の瑕疵を理由とする契約解除を認め、
請求金額全額を認容した事例

神戸地方裁判所尼崎支部（平成１６年３月２３日（判決））
弁護士　津久井　　進（兵庫）

Ⅰ　事件の表示

Ⅱ　事案の概要

Ⅲ　主張と判決の結果（○：認定、×：否定、△：判断せず）



Ⅳ　コメント

１　事件の概要

原告甲は、被告Ａがもと所有する土地付建物を、

Ａから買い受けた被告Ｂより転売を受けた（売買

は、Ａ→Ｂ→甲と行われた）。甲は引き渡しを受

けた直後に建物の傾きに気付き、調査をしたとこ

ろ、本件敷地を支える擁壁に亀裂が生じており、

さらに、擁壁自体が裏込めの無いいわゆる「空積

み」の擁壁であることが判明した。

原告甲は、①本件擁壁に瑕疵があるとして、実

質的売主であるＡに対し（予備的に形式的売主で

あるＢに対し）、瑕疵担保責任を理由に売買契約

の解除により、売買代金３６７０万円と解除にともな

う損害約４５０万円（合計約４１２０万円）の請求をした。

②また、選択的な請求として、本件瑕疵を知りな

がら売却を図ったことが共同不法行為を構成する

として、Ａ、Ｂ、及び仲介業者被告Ｃに対し、損

害賠償金４１３０万円を請求した。

２　訴訟の主たる争点と判断

本件訴訟は、①本件擁壁に瑕疵があるか否か、

②売主はＡであるかＢであるか、③共同不法行為

は成立するか否か、というところが主たる争点で

あった。

本件擁壁の瑕疵の内容は、? 擁壁が空積みであ

ること、? 重大な亀裂が生じていること、? 現在

の宅造法基準に違反する形状（角度不足等）であ

ること、? 盛土自体が非常に脆弱で不同沈下が生

じ自然陥没が次々に現れていること、などであっ

た。この点については神戸ネットの柏本保・池田

常雄両建築士らによる鑑定書・証言が採用され、

甲の主張が全面的に認められた。

売主が誰であるかという争点については、実質

的当事者Ａであるという当方の主張が退けられ、

無資力のＢであると認定された。

共同不法行為の主張については、この請求自体

が選択的併合請求であるから判断する必要がない

として、判決がなされなかった。

３　その他の争点と判断

そのほか、④外見上亀裂の存在が明らかである

擁壁が「隠れたる」瑕疵といえるかどうか（→安

全性の有無は見ただけでは分からないとして肯

定）、⑤契約上の瑕疵担保免除特約は有効か否か

（→形式的文言があったとしても実質的合意があ

ったとは言えないとして否定）、⑥補修可能であ

るのに解除要件である「目的達成不能」と言える

のか（→補修額が経済的合理性を欠くので解除可

能）といった論点もあったが、全て甲の主張が認

められた。

４　その後の経過

甲としては、瑕疵の主張は全面的に認められた

ものの、実質的売主Ａに対する請求が棄却され、

共同不法行為についての判断が回避されたので、

これを不当として控訴をした。

控訴審では、選択的併合がなされているにもか

かわらず共同不法行為に関する判断をしなかった

のは違法であるとして、破棄・差戻しの判決をな

した（大阪高等裁判所平成１６年１０月６日判決、民

事事件で破棄差戻は比較的めずらしい。）。

今後は、再び地裁において、被告らに対する共

同不法行為責任の当否について審理が進められる

ことになる。
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［２］証人尋問や鑑定をせずに判決に至った事例
仙台地方裁判所（平成１５年１２月１９日（判決））

弁護士　吉　岡　和　弘（仙台）

Ⅰ　事件の表示

Ⅱ　事案の概要

Ⅲ　主張と判決の結果（○：認定、×：否定、△：判断せず）



Ⅳ　コメント

１　事案の概要

本件の主たる欠陥は基礎のかぶり厚不足であ

る。その他、土台との緊結不良等、公庫仕様の不

遵守箇所が１０数箇所あった。裁判所は、付調停に

おける調停委員の意見を踏まえ、双方に和解勧告

をしたが、その際、調停委員は裁判官の隣で1200

から１３００万円程度の補修費がかかるとつぶやいて

いた。しかし、相手方は３００万円以上譲歩しなか

ったため、判決に至った。

２ 特徴

裁判所は、双方からの意見書が出された時点で、

本件を調停に付したが、私は２人の調停委員（と

もに建築士）と１０回以上裁判官の面前で議論を戦

わせた。その結果、調停委員からは「補修費用は

1300万円程度」との心証を引き出した。一方、相

手方業者代理人も「補修費は２００万円程度であり、

それ以上、原告の主張に反証を出すこともしない」

などと発言していたこともあり、こうした経緯の

中で、裁判官が付調停の場で早々と心証を形成し、

裁判上の鑑定も双方の建築士の証人尋問もせずに

結審することを宣言した。私は、調停委員が1300

万円という数字を出しており、裁判官もそれに異

論を示すこともなさそうだったので、進行に異議

をはさまず裁判所の進行に従った。

３　反省と教訓

民事訴訟法の原則からすると、付調停の場で得

た心象は民事訴訟に反映できないはずである。従

って、本件裁判官の訴訟指揮と判決内容の正当性

を根拠づけようとすると、理論上は平山建築士の

意見書を証拠にして上記判決を書いたことにな

る。結局、付調停でのやりとりは平山建築士の意

見書の当否を検討する機会に費やされていたとい

うことにもなる。

いい心象を示す裁判官に直ちに判決を書かせた

いと思うとき（裁判官に転勤が予想されたり、当

事者が早期解決を願っているときなど）、よい調

停委員がよい意見を開陳している場合、敢えて証

人尋問の必要性を強調して時間を徒過したり、相

手方からの裁判上の鑑定申請が採用され、悪い鑑

定書がでてくるよりも直ちに判断を求めたほうが

いいという選択もある。

しかし、この手法は、万一悪い調停委員がつい

たり、悪い裁判官によって付調停が勧められてい

る場合、証人尋問も鑑定もしないで結審されると

なると、きわめて危険な手法となる。

本件では慰謝料が小額になったり、また裁判官

は「ＪＡＳＳは欠陥判断の基準と認めない」との

判断が示されたりしている。原告本人尋問をしな

かったことや、平山建築士の証人尋問をしなかっ

たことがこれらの判断に影響を及ぼしているかも

しれない。

そうした意味で、本件は、危険な手法というこ

とかもしれないが、一方で、専門委員制度が導入

された今日、裁判所は今後同種の手法を積極的に

採用してくる可能性もある。本件手続の適否を議

論してほしい。
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２００４年度
会費納入のお願い

◆２００４年度会費未納の方へ

地域ネットに所属されていない会員の皆さまに

つきましては、毎年５月の大会案内と合わせて、

年会費を徴収させていただいておりますが、現在

も未納の方がおられます。

そこで、今回号は未納の方のみ、郵便局の「払

込取扱票」を同封させていただきますので、お手

数ですが、年会費のご送金をしていただきたくお

願い申し上げます。なお、本書行き違いの際はご

容赦ください。

①　個人会員

弁護士、学者・研究者 年額５０００円

建築士 年額３０００円

その他個人 年額１０００円

②　団体会員 年額 ３万円
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